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『ひろしま型地域貢献企業認定制度』 

申請の手引 

 
 
 

 

 

 

 

 

地域貢献活動とは 

各種地域団体（町内会・自治会、社会福祉協議会、防犯組合、自主防災会など、一

定の地域における住民自治又は地域課題解決等のために自発的に活動を行う住民団

体）が参画する環境美化活動、防犯・防災活動、交通安全運動など地域課題を解決す

る活動への参加や、各種地域団体の運営援助を目的とした活動のことです。 

 

企業等とは 

企業のほか、個人事業主、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、

学校法人、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第２の「公益法人等」（法人税法

その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利

活動法人を含む。）、又は別表第３の「協同組合等」に該当するものをいいます。 

 

 

 

趣 旨 

   広島市では、持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、地域貢献

活動に積極的な企業等を「ひろしま型地域貢献企業」として認定し、認定

マークの付与や本市ホームページへの掲載等を行うことにより、企業等や

その従業員の地域貢献活動を支援しています。 

広島市 

検索 

 申請受付、問合せ先  

広島市企画総務局コミュニティ再生課 
所在地：〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号 市役所本庁舎 11階 

電 話：082-504-2125                  

メール：community＠city.hiroshima.lg.jp       ■ページ番号 広島市ＨＰ 
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 １ 対象となる企業等  

次の企業等が対象となります。 

⑴ 広島市内（以下「市内」という。）で事業を営む企業等 

 

⑵ 法人の場合は市内に本店又は支店・営業所等の事業所があること。個人事業主の場

合は市内に事業所等があること。 

 

⑶ 市内で継続して１年以上の事業の実績があること。 

 

⑷ 市税を滞納していないこと。 

 

⑸ その他市長が適当であると認めたもの 
 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 認定の基準  

企業等が次のいずれかに該当する場合に認定します。 

【認定基準１】  

従業員等が地域貢献活動休暇を取得し、広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと。 

 

【認定基準２】 

 企業等が広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと。 

 

地域貢献活動休暇とは 

企業等の従業員等が、各種地域団体の運営援助や、各種地域団体が参画する環境美

化活動、防犯・防災活動、交通安全運動など、地域課題を解決する活動への従事のた

めに取得できる有給休暇のことです。ただし、労働基準法第３９条の規定による年次

有給休暇は除きます。 

 

広島広域都市圏とは 

広島市の都心部からおおむね６０㎞の圏内にある、東は三原市エリアから西は山口

県柳井市エリアまでの２８市町で構成されています。 
 

 

 

※ ただし、次の企業等は対象外となります。 
① 各種法令に違反している又はそのおそれのある企業等 
② 公序良俗に反する活動を行う又はそのおそれのある企業等 
③ 政治活動、宗教活動を行うことを目的とした企業等 
④ 暴力団員等（広島市暴力団排除条例（平成２４年条例第１４号）第２条第２号に規定する暴
力団員等）と関係を有している企業等 

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第
１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第１３項に規定す
る接客業務受託営業及びこれに類する営業を行っている企業等 

⑥ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に
よる再生又は更生の手続中の企業等 

⑦ 事業に関して法令に違反し、国又は地方公共団体から行政処分を受け、当該処分が解除され
ていない企業等 

⑧ 広島市競争入札参加資格者氏名停止措置要綱に基づく指名停止を受けている企業等 
⑨ 広島市の指導調整団体及び広島市が２分の１以上出資又は職員を派遣している企業等 
⑩ その他市長が適当でないと認める企業等 

【注意事項】 

地域貢献活動とは、各種地域団体と連携

している活動や、各種地域団体の運営援助

を目的とした活動をいいます。企業独自の

活動や地域団体と無関係な活動は対象外

となりますのでご注意ください。 

（構成市町）〇広島県：広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、 

府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 

      〇山口県：岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 〇島根県：浜田市、美郷町、邑南町 
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 ３ 対象活動及び個別要件  

認定の対象となる活動と認定の個別の要件は次のとおりです。 

認定基準 【基準 1】従業員等が地域貢献活動

休暇を取得し、広島広域都市圏内

で地域貢献活動を行うこと 

【基準 2】企業等が広島広域都市圏内で地域貢献

活動を行うこと 

対象活動 次のいずれにも該当すること。 

⑴ 企業等が地域貢献活動休暇制

度を整備していること。 

⑵ 従業員等が地域貢献活動休暇

を取得し、地域貢献活動を行った

実績があること。 

 

 

企業等が次のいずれかの地域貢献活動を行って

いること。 

⑴ 人的支援 

各種地域団体が参画する環境美化活動、防

犯・防災活動、交通安全運動、子育て支援活

動、高齢者・障害者支援活動など地域課題を

解決する活動への参加や、各種地域団体の運

営援助を目的とした、個人事業主の活動や従

業員の派遣など 

⑵ 金銭的・物的支援 

各種地域団体が参画する地域課題を解決す

る活動や、各種地域団体の運営援助を目的と

した寄附・協賛（１件１０,０００円（相当）

以上のものに限る。） 

⑶ 連携協定の締結等（地域課題解決に資する、

企業等と各種地域団体の協定書の締結等、その

他市長が適当と認める活動） 

個別要件  

⑴ 地域貢献活動休暇を取得でき

る従業員数※１が１００人以上の

企業等については、申請の日前１

年以内に４人※２以上の実績があ

ること。 

⑵ 地域貢献活動休暇を取得でき

る従業員数※１が１００人未満の

企業等については、申請の日前１

年以内に２人※２以上の実績があ

ること。 

 

 
 

⑴ 従業員数 100人以上の企業  

年間 4人以上 

⑵ 従業員数 100人未満の企業  

年間 2人以上 

 

⑴ 従業員数※１が１００人以上の企業等につい

ては、申請の日前１年以内に６回※３以上活動し

ていること。 

（ただし、金銭的・物的支援は２回を上限とし、同一団

体への２回以上の支援は１回と計上する。） 

⑵ 従業員数※１が１００人未満の企業等につい

ては、申請の日前１年以内に２回※３以上活動し

ていること。 

（ただし、金銭的・物的支援は１回を上限とする。） 

※１ 申請単位における従業員数（本店等申請の場合は企業等全体の従業員、事業所単位申請の場合は当該事業所の従業

員）をいい、パート・アルバイト等を含みます。 

※２ 同一従業員が複数回休暇を取得し活動を行っている場合でも、１人の実績として計上します。 

※３ 認定の対象となった活動については、更新等の際に重複して活動実績として計上することはできません。また、連

携協定の締結についても、その締結をもって 1回と計上し、当該協定の趣旨が大きく変わる協定の変更等を除き、更

新等の際に活動実績として計上することはできません。 

⑴ 従業員数 100人以上の企業  

年間 6回以上 

※金銭的・物的支援は 2回を上限とし、同一団

体への 2回以上の支援は 1回と計上する。 

⑵ 従業員数 100人未満の企業  

年間 2回以上 

※金銭的・物的支援は 1回を上限とする。 
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 地域貢献活動の例  

【基準１】従業員等が地域貢献活動休暇を取得し、広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基準２】企業等が広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）【基準２】については、企業等が複数回地域貢献活動を行った場合においても、当該活動が一

連のものである場合や、短時間かつ継続的な概ね同一の活動である場合等で複数回計上するこ

とが適当でないと判断する場合は、１回として計上します。 

区分 活動例 

地
域
貢
献
活
動
休
暇
を
取
得
し
た
従
業
員

の
活
動 

各
種
地
域
団
体
の

運
営
援
助 

従業員のＡさんが地元町内会の役員をしており、金曜日に会社の地域貢献活動

休暇を取得して、夕方から行われる定例会の資料準備や回覧板の作成を行った。 

従業員の B さんが地元青少年健全育成連絡協議会の役員をしており、自治会等

と共同で開催する夏祭りを公園で行うために、火曜日の午前中に会社の多目的休

暇を取得して区役所に公園の使用許可申請を行った。 

地
域
課
題
を
解
決
す

る
活
動
へ
の
従
事 

連合町内会会員の従業員の C さんが、連合町内会が定期的に行っている河川

敷の草刈り・清掃活動に、会社の地域貢献活動休暇を取得して参加した。 

地元自主防災会の役員をしている従業員の D さんが、週末に行われる地元の

防災訓練に向けて、木曜日に会社の地域貢献活動休暇を取得して機材調整等の準

備を行った。 

 

区分 活動例 

⑴ 

人
的
支
援 

各
種
地
域
団
体
の
運
営
援
助 

地元の連合町内会が夏祭りに新たな企画のアイディアに困っていたので、企画

会議から従業員が参加し、地元と一緒に新しいイベントを実施した。 

地元子ども会が開催するバザーの開催案内を作りたいとの話があったので、チ

ラシやポスターをデザインすることが得意な従業員にお願いして、チラシを作っ

てあげた。 

地区社会福祉協議会が管理する集会所の敷地内にある樹木のせん定を年に数

回無償で奉仕している。 

地
域
課
題
を

解
決
す
る
活

動
へ
の
従
事 

地元防犯組合が毎週行っている防犯パトロールと不法投棄監視活動に、交代で

従業員を参加させている。 

会社の前の道路が通学路であることもあり、毎日個人事業主である経営者が

PTAとともに登下校時の見守り活動に参加している。 

⑵ 

金
銭
的
・
物
的
支
援 

地元地域団体が定期的に行っている河川敷の草刈り・清掃活動で、資材やごみ

の運搬にトラックが必要だとの話があったため、会社で所有している 4ｔトラッ

クを 1 日無償で貸し出した。なお、通常のレンタカーであれば 1 万円を超える

借り上げ料となる。 

地元の連合町内会が例年通り夏祭りを行うので、何か協力してほしいとの依頼

があったが、準備に従業員を参加させることができない日程だったため、協賛金

（２０，０００円）による支援をした。 

⑶ 

連
携
協
定
の
締
結
等 

地元連合町内会と、大雨による洪水や土砂災害等が発生した場合に、自社の駐

車場や建屋を一時避難場所として提供する旨の協定書を締結した。 

地元地域団体が連携して毎年行う秋祭りの際に使用するお神輿を、自社の倉庫

の一角に無償で保管する旨の覚書を締結した。 

住宅団地内に商業施設がなく、車の運転ができない高齢者が増えてきたことか

ら、買い物弱者対策として地元町内会が市内のスーパーと移動販売車を巡回させ

る協定を締結した。また同様に、地元町内会が市内業者とキッチンカーを巡回さ

せる協定を締結した。 
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 ４ 認定の申請、申請単位等  

認定のための申請の方法や申請単位等は次のとおりです。 

⑴ 申請方法 

認定を受けようとする企業等は、「ひろしま型地域貢献企業認定申請書」等の必要な書類をコミ

ュニティ再生課に提出してください。 

 

 ⑵ 申請単位 

申請は本店等が企業等として行ってください。ただし、本店等が企業等として申請を行わない場

合には、市内の支店・営業所等の事業所単位でも行うことができます。 

 

 ⑶ 認定の範囲（認定された場合、次の範囲が認定の対象となります。） 

 

ア 本店等が企業等として申請を行い、認定を受けた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 市内の支店・営業所等の事業所単位で申請を行い、事業所単位で認定を受けた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ただし、次の活動は対象となりません。 
 
➀ 専ら営利や宣伝を目的とした活動 
② 専ら特定個人の利益を目的とした活動 
③ 政治又は宗教を目的とした活動 
④ 地域における公益性、公共性を著しく欠く活動 
⑤ 参加・協力の対価（実費相当以上の金銭又は地域団体の構成員名簿等）を要求することを目的と
した活動 

⑥ その他市長が適当でないと認める活動 

 

  

  

 

本店申請 本店等が企業等として申請を行い、認定

を受けた場合は、本店に加えて、すべて

の事業所が認定の対象となります。 

「ひろしま型地域貢献企業」認定 

事業所申請 

市内の支店・営業所等の事業所で申請を

行い、事業所単位で認定を受けた場合は、

申請した事業所だけが認定の対象となり

ます。 

「ひろしま型地域貢献企業」認定 
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 ５ 認定の審査、決定  

認定のための申請があった場合、次のとおり審査し、認定を決定します。 

 ⑴ 認定の審査 

申請があった場合、上記「２ 認定の基準」及び「３ 対象活動及び個別要件」に適合するか審査

を行います。 

 

 ⑵ 認定の決定 

   審査の結果、認定を決定した場合は、「ひろしま型地域貢献企業認定通知書」により通知すると

ともに、「ひろしま型地域貢献企業認定証」を交付します。 

なお、審査の結果、認定しないことを決定した場合は、「ひろしま型地域貢献企業不認定通知書」

により通知します。 

 

 ６ 認定のメリット  

認定した場合、次のメリットがあります。 

 ⑴ 名称及び認定マーク等の使用 
   認定を決定した企業等（以下「認定企業等」という。）は、「ひろしま型地域貢献企業」の名称及

び認定マークのデザイン等（以下「認定マーク等」という。）を認定企業等の広報媒体等に使用す

ることができます。 

なお、認定マーク等を使用する認定企業等は、別に定める使用許可が必要です。 

  （※認定マークは令和 5 年 2 月頃決定する予定であり、認定マークの使用はそれ以降となります。） 

  

 ⑵ 本市ホームページ内の特設サイトへの掲載 

   本市ホームページに企業名や活動内容等を掲載します。 

 

 ⑶ 本市における入札制度への優遇措置 

   本市の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査において、加点があります。 

 

 ７ 認定内容の変更  

認定企業等の認定内容に変更があった場合、届出が必要です。 

認定企業等は、企業名、所在地、連絡先、ホームページアドレス等に変更があったときは、速や

かに「ひろしま型地域貢献企業認定変更届出書」をコミュニティ再生課に提出してください。 

※ 従業員数が変更になった場合については、届出の必要はありません。 

 

 ８ 認定の解除、取消し  

認定企業等が認定の解除を希望する場合、届出が必要です。 

 ⑴ 認定の解除 

   認定企業等は、上記「１ 対象となる企業等」でなくなったとき、又は認定の解除を希望すると

きは、「ひろしま型地域貢献企業認定解除届出書」をコミュニティ再生課に提出してください。 

届出があった場合は認定を解除し、「ひろしま型地域貢献企業認定解除通知書」により通知しま

す。 

なお、認定を解除された企業等は、速やかに認定証を返還していただくとともに、認定マーク等

の使用を中止してください。 
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 ⑵ 認定の取消し 

   認定企業等が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消します。 

 

 

 

 

   認定を取り消したときは、「ひろしま型地域貢献企業認定取消通知書」により通知します。認定

を取り消された企業等は、速やかに認定証を返還するとともに、認定マーク等の使用を中止してく

ださい。 

  なお、認定を取り消された企業等は、認定を取り消された年度においては、再度認定の申請を行

うことはできません。 

 

 ９ 認定期間  

認定企業等の認定期間は次のとおりです。 

   認定の期間は、申請の日の属する年度の翌年度３月３１日までとなります（「１０ 更新申請」

の場合を除く。）。 

なお、更新申請をしない企業等は、認定の期間終了後、認定証を返還するとともに、認定マーク

等の使用を中止していただきます。 

 

 10 更新申請  

認定企業等が更新を希望する場合は、更新申請が必要です。 

認定の更新を希望する企業等は、「ひろしま型地域貢献企業認定更新申請書」に必要な書類を添

えて、認定期間終了の日の３か月前までにコミュニティ再生課に提出してください。 

   なお、更新申請について認定を決定した場合の認定期間は、更新申請の日の属する年度の翌々年

度３月３１日までとなります。 

 

 11 申請時等に提出する書類  

認定の申請や更新等に当たっては、次の書類を提出する必要があります。 

 

 ⑴ 認定申請時及び更新申請時 

 

 【認定基準１】  

従業員等が地域貢献活動休暇を取得し、広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと 

    ① ひろしま型地域貢献企業認定申請書（様式第 1号） 

     ※ 更新申請の場合は「ひろしま型地域貢献企業認定更新申請書（様式第１２号）」 

    ② 誓約書兼同意書（様式第 2号） 

    ③ 地域貢献活動休暇の制度を整備していることが分かる就業規則等の写し（就業規則の作成

義務がなく、作成していない企業等については労働条件通知書の写し等） 

    ④ 地域貢献活動参加報告書（様式第３号）（企業等において、様式第３号と同等の内容を記

載した書類を作成している場合は、当該書類） 

☆ 地域貢献活動参加報告書には、活動ごとに以下の書類を添付してください。 

 

 

➀ 倒産、解散等の事由により認定企業等が存在していないことが判明したとき。 
② 「１ 対象となる企業等」でなくなったにもかかわらず、届出がないとき。 
③ 虚偽その他不正な手段により認定を受けたと判明したとき。 
④ ひろしま型地域貢献企業認定制度実施要綱の遵守を怠ったとき。 
⑤ その他市長が必要と認めるとき。 
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〔添付書類〕 

・ 地域貢献活動休暇の取得実績等がわかる書類 

地域貢献活動休暇取得に係る休暇簿や休暇取得申請書を提出してください。 

また、地域貢献活動休暇の取得申請の際に、各種地域団体の詳細がわかるもの（団

体規約、団体広報紙など）や、従事する活動内容等がわかる書類（チラシ・案内など）

を受領している場合は、当該書類の写しも添付してください。 

 

※ その他、入手している場合に提出していただく書類 

・ 活動写真等 

 

 

 

 

    ⑤ その他市長が必要と認める書類 

 

【認定基準２】 

 企業等が広島広域都市圏内で地域貢献活動を行うこと 

① ひろしま型地域貢献企業認定申請書（様式第 1 号） 

     ※ 更新申請の場合は「ひろしま型地域貢献企業認定更新申請書（様式第１２号）」 

② 誓約書兼同意書（様式第２号） 

③ 地域貢献活動実績報告書（様式第４号） 

☆ 地域貢献活動実績報告書には、活動ごとに以下の書類を添付してください。 

〔添付書類〕 

〇 人的支援の場合 

・ 活動写真等 

・ 企業等が活動したことを各種地域団体が確認した書類 

 企業等として活動したことについて、各種地域団体の方に確認していただく書類

です（企業等名、活動日時、活動内容、各種地域団体のうち１団体の団体名及び構

成員の署名があるもの。様式不問。）。 

 広島市ホームページにひな形を掲載しています。 

〇 金銭的・物的支援の場合 

 ・ 各種地域団体の受領書 

〇 連携協定の締結等の場合 

・ 連携協定等（覚書を含む。）の写し 

 

※ その他、入手している場合に提出していただく書類 

・ 活動主体の各種地域団体の詳細がわかるもの（団体規約、団体広報紙など） 

 

 

 

 

④ その他市長が必要と認める書類 

 

 ⑵ 認定内容の変更（認定企業等の名称、所在地等に変更があった場合） 

① ひろしま型地域貢献企業認定変更届出書（様式第８号） 

 ⑶ 認定の解除（認定企業等が認定の対象となる企業等でなくなったとき、又は認定の

解除を希望するとき） 

① ひろしま型地域貢献企業認定解除届出書（様式第 9号） 

 

※ 従業員名などを除いて、広島市ホームページで公表する場合があります。 

※ 添付いただいた活動写真等についても広島市ホームページに掲載することがありますので、個人情報や著

作権、肖像権の侵害にご注意ください（必要に応じて、各種地域団体や被写体等の同意を得てください。）。 

注意事項 

 

※ 従業員名などを除いて、広島市ホームページで公表する場合があります。 

※ 添付いただいた活動写真等についても広島市ホームページに掲載しますので、個人情報や著作権、肖

像権の侵害にご注意ください（必要に応じて、各種地域団体や被写体等の同意を得てください。）。 

注意事項 
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 12 認定制度の流れ  

 【認定基準１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 【認定基準２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

①休暇制度の整備 〇従業員が地域貢献活動に取得できる有給休暇制度（地

域貢献活動休暇制度）を整備します。 

②地域貢献活動休暇の取

得、地域貢献活動の実施 

〇従業員が地域貢献活動休暇を取得して、地域貢献活動

を行います。 

【認定基準】 

⑴ 従業員数 100人以上の企業等 年間 4人以上 

⑵ 従業員数 100人未満の企業等 年間 2人以上 

 

③認定の申請 
（※更新の場合は、認定期間満了

の 3か月前までに更新申請） 

〇認定基準を満たす場合、「ひろしま型地域貢献企業認定

申請書」等の必要な書類をご提出ください。 

④認定 
（※認定期間は申請の日の属する

年度の翌年度 3月 31日まで（更新

の場合は翌々年度 3月 31日まで）） 

〇審査の結果、認定を決定した場合は、認定証を交付し

ます。 

〇認定企業等は、次のメリットがあります。 

 ・名称及び認定マークの使用 

 ・本市ホームページ内での紹介 

 ・入札制度における優遇措置（建設工事に係る競争入

札参加資格の認定審査における加点） 

 

①地域貢献活動の実施 〇企業等が次の地域貢献活動を実施します。 

・人的支援 

・金銭的・物的支援 

・連携協定の締結等 

【認定基準】  

⑴ 従業員数 100人以上の企業等 年間 6回以上 

  ※金銭的・物的支援は 2 回を上限とし、同一団

体への 2回以上の支援は 1回と計上する。 

⑵ 従業員数 100人未満の企業等 年間 2回以上 

  ※金銭的・物的支援は 1回を上限。 

 

②認定の申請 
（※更新の場合は、認定期間満了

の 3か月前までに更新申請） 

〇認定基準を満たす場合、「ひろしま型地域貢献企業認定

申請書」等の必要な書類をご提出ください。 

③認定 
（※認定期間は申請の日の属する

年度の翌年度 3月 31日まで（更新

の場合は翌々年度 3月 31日まで）） 

〇審査の結果、認定を決定した場合は、認定証を交付し

ます。 

〇認定企業等は、次のメリットがあります。 

 ・名称及び認定マークの使用 

 ・本市ホームページ内での紹介 

 ・入札制度における優遇措置（建設工事に係る競争入

札参加資格の認定審査における加点） 
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 13 主なＱ&Ａ  

Ｑ１ ボランティア休暇と地域貢献活動休暇の違いは何でしょうか。 

Ａ１ 地域貢献活動休暇は、従業員等が地域貢献活動を行う場合に取得できる有給休暇（労働

基準法に基づく年次有給休暇を除く。）をいいます。 

一方、ボランティア休暇は、従業員等が国際協力活動やスポーツ大会の支援活動、大規

模災害の復興支援活動など、幅広くボランティア活動を行う場合に取得できる休暇をいう

ため、地域貢献活動も対象に含んでいる場合が多くなっています。 

なお、本制度においては、地域貢献活動を行う場合に取得できる有給休暇と定義してい

ることから、ボランティア休暇であっても地域貢献活動を対象としている場合は、地域貢

献活動休暇を含んだ制度としてみなすこととしています。 

 

Ｑ２ 企業が町内会主催のお祭りに出店することは、地域貢献活動（【認定基準２】の人的支

援）に含まれますか。 

Ａ２ 当該お祭りへの出店が、通常の企業等の活動の一環ではなく、例えば地域のにぎわいづ

くりを目的としたものであれば、出店自体が地域貢献活動に該当します。ただし、その出

店が、専ら企業等の営利や宣伝を目的としている場合は、対象外となります。 

 

Ｑ３ ＰＴＡが行っている通学中の子どもの見守り活動に、学校の登校日であれば企業の従業

員が毎朝１５分程度参加している場合、参加した回数分、【認定基準２】の活動実績報告

として計上できますか。 

Ａ３ 地域貢献活動といっても、様々な活動態様があり、一つのイベントや事象において様々

な種類の活動を行う場合や、比較的短時間の活動を定期的に行っている場合なども想定さ

れます。そのような場合において、同一活動を活動日が異なるため別活動として計上する

ことや、同時に行っている活動を活動種別が違うため別活動として計上することは、他の

活動と比較して計上が容易となる等、適当でない場合も考えられます。 

そのため、企業等が複数回地域貢献活動を行った場合においても、当該活動が一連のも

のである場合や、短時間かつ継続的な同一の活動である場合等で複数回計上することが適

当でないと判断する場合は、１回と計上することとしており、問合せの事例であれば、見

守り活動全体をもって１回と計上することとなります。 

 

Ｑ４ コンビニ等の本店が認定を受ける場合、そのフランチャイズ加盟店は申請の範囲内に含

まれますか。 

Ａ４ フランチャイズ契約は、加盟店とチェーン本部がそれぞれ独立した事業者として、各々

の責任において締結するものであり、加盟店は本部事業者の社員ではなく、あくまでも独

立した事業者となります。したがって、申請した本店とは別企業（別事業主）であること

から、申請の範囲外となります。このため、コンビニの本店が認定を受けても、フランチ

ャイズ加盟店は別途認定を受けることができます。 

 

検索 

 申請受付、問合せ先  

広島市企画総務局コミュニティ再生課 
所在地：〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号 市役所本庁舎 11階 

電 話：082-504-2125                  

メール：community＠city.hiroshima.lg.jp       ■ページ番号 広島市ＨＰ 


